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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サブケーシングと、ベルトパッケージ（１９）と、ゴムトレッド（２）とを有し、前記
トレッドが、転がりトレッド幅（ＲＴＷ）にわたって第１のトレッドエッジ（Ｎ）から第
２のトレッドエッジ（Ｎ’）まで軸方向に延在し、前記トレッドが、前記第１及び第２の
エッジの各々に隣接したショルダーゾーン（２１）と、２つのショルダーゾーンを分ける
中央ゾーン（２５）とを備え、各ショルダーゾーンが、半径方向下部ショルダー層（２４
）と、半径方向上部ショルダー層（２２）とを備え、前記上部ショルダー層が、地面と接
触することを意図し、前記下部ショルダー層が、前記ベルトパッケージと前記上部ショル
ダー層との間に間置され、前記上部ショルダー層が、上部ショルダーゴム化合物からなり
、前記下部ショルダー層が、前記上部ショルダーゴム化合物と異なる下部ショルダーゴム
化合物からなる、大型トラック用タイヤ（１）であって、
　－前記上部ショルダー層が、トレッドエッジ（Ｎ、Ｎ’）から軸方向内方に距離Ｌ１延
在し、前記距離Ｌ１が、前記転がりトレッド幅（ＲＴＷ）の１５％超え、かつ４０％未満
であり、
　－前記上部ショルダー層が、前記距離Ｌ１の少なくとも８０％にわたって、トレッド溝
深さの７０％～１３０％の厚さ（Ｔ２２）を有し、
　－前記下部ショルダー層が、トレッドエッジ（Ｎ、Ｎ’）から軸方向内方に距離Ｌ２延
在し、前記距離Ｌ２が、前記転がりトレッド幅（ＲＴＷ）の１５％を超え、
　－前記下部ショルダー層が、前記ベルトパッケージを覆う前記ショルダーゾーンの部分
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にわたって、少なくとも４ｍｍの厚さを有し、
　－前記上部ショルダーゴム化合物が、少なくとも１．３ＭｐａのＧ＊５０及び少なくと
も０．１２の最大ｔａｎ（δ）を有し、
　－前記下部ショルダーゴム化合物が、前記地面と接触することを意図する前記中央ゾー
ンの中央ゴム化合物の最大ｔａｎ（δ）を超えない最大ｔａｎ（δ）を有し、
　－前記中央ゴム化合物が、最大で０．０９の最大ｔａｎ（δ）を有する、大型トラック
用タイヤ。
【請求項２】
　前記中央ゾーンが、前記地面と接触することを意図する上部中央層と、前記ベルトパッ
ケージと前記上部中央層との間に間置された下部中央層とを備え、前記下部中央層が、前
記上部中央ゴム化合物の最大ｔａｎ（δ）を超えない最大ｔａｎ（δ）を有する下部中央
ゴム化合物からなる、請求項１に記載の大型トラック用タイヤ。
【請求項３】
　前記上部中央ゴム化合物が、最大で０．０８の最大ｔａｎ（δ）を有する、請求項２に
記載の大型トラック用タイヤ。
【請求項４】
　前記上部ショルダーゴム化合物が、少なくとも１．６ＭｐａのＧ＊５０を有する、請求
項１～３のいずれかに記載の大型トラック用タイヤ。
【請求項５】
　前記下部ショルダー層が、前記ベルトパッケージを覆う前記距離Ｌ１の部分にわたって
、少なくとも４．５ｍｍの厚さを有する、請求項１～４のいずれかに記載の大型トラック
用タイヤ。
【請求項６】
　前記下部中央ゴム化合物が、前記上部中央ゴム化合物と異なり、また、０．０７を超え
ない最大ｔａｎ（δ）を有する、請求項２または３に記載の大型トラック用タイヤ。
【請求項７】
　前記下部中央層が、前記タイヤの推奨される摩耗寿命中に前記地面と接触しないように
設計され、前記下部中央ゴム化合物が、０．０５を超えない最大ｔａｎ（δ）を有する、
請求項６に記載の大型トラック用タイヤ。
【請求項８】
　前記下部中央層が、前記タイヤの前記推奨される摩耗寿命中に前記地面と接触しないよ
うに設計され、前記下部中央ゴム化合物が、５５ｐｈｒを超えない添加量で３５～６５ｍ
２／ｇのＣＴＡＢ比表面積を有するカーボンブラックのブレンドを使用する、請求項７に
記載の大型トラック用タイヤ。
【請求項９】
　前記上部ショルダーゴム化合物と、前記地面と接触することを意図する前記中央ゴム化
合物との間の可視界面（Ｉ）が、トレッド溝内に配置される、請求項１～８のいずれかに
記載の大型トラック用タイヤ。
【請求項１０】
　前記下部中央ゴム化合物と前記上部中央ゴム化合物の境界が、前記トレッドの地面接触
表面に対して実質的に平行である、請求項６または７記載の大型トラック用タイヤ。
【請求項１１】
　前記下部中央ゴム化合物と前記上部中央ゴム化合物の間の境界が、前記トレッド溝の底
部から２ｍｍ～５ｍｍ半径方向外側に位置付けられる、請求項６、７、または１０に記載
の大型トラック用タイヤ。
【請求項１２】
　前記中央ゾーンが、前記地面と接触することを意図する上部中央層と、前記ベルトパッ
ケージと前記上部中央層との間に間置された下部中央層とを備え、同じゴム化合物が、前
記下部ショルダー層及び前記下部中央層に使用される、請求項１～１１のいずれかに記載
の大型トラック用タイヤ。
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【請求項１３】
　同じゴム化合物が、前記下部ショルダー層、前記下部中央層、及び前記上部中央層に使
用される、請求項１～５の何れか１項に従属する請求項１２に記載の大型トラック用タイ
ヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にタイヤに関する。より具体的には、本発明は、大型商用車用のタイヤ
、特に、製品の地域または長距離輸送に関与するトラック及びトレーラー用のタイヤに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　タイヤ設計者らが、多くの場合、彼らが設計しているタイヤのある特定の特徴のことで
妥協しなければならないことが当該産業において知られている。タイヤ設計を変更して、
タイヤの１つの特徴を改善することは、しばしば妥協、すなわち、別のタイヤの特徴にお
ける相殺的な低下という結果をもたらすことになる。１つのそのような妥協は、タイヤト
レッドの摩耗寿命の延長とタイヤの転がり抵抗の低減との間に存在する。
【０００３】
　トレッドの摩耗寿命は、耐磨耗性がより高いトレッドゴム化合物を使用することによっ
て、またはより厚いトレッドを提供することによって改善することができる。しかしなが
ら、これらの措置は、典型的に、転がり抵抗の増加をもたらす。次に、転がり抵抗は、ヒ
ステリシスが少ないゴム化合物を使用することによって改善されることが知られているが
、そのような化合物は、概して、耐磨耗性が低い。
【０００４】
　タイヤ設計者及びタイヤ産業における研究を行っている者は、既知の妥協の一部を打開
できる材料及びタイヤ構造を研究している。摩耗寿命と転がり抵抗との間のこの妥協を打
開する新しいタイヤ設計を提供することが望ましい。
【０００５】
　本明細書で使用される場合、「半径」方向は、タイヤの回転軸を含む任意の平面におけ
る任意の方向である。
【０００６】
　本明細書で使用される場合、「横」、「横断」、または「軸」方向は、タイヤ幅に沿い
、かつタイヤの回転軸に平行である。
【０００７】
　本明細書で使用される場合、「円周」または「長手」方向は、半径及び軸方向に対して
直角である。
【０００８】
　本明細書で使用される場合、「トレッド要素」は、地面に接触するトレッドにおいて見
出されるあらゆる種類または形状の構造的特徴である。トレッド要素の例としては、トレ
ッドブロック及びトレッドリブが挙げられる。
【０００９】
　本明細書で使用される場合、「リブ」は、実質的にタイヤの長手方向に延びるトレッド
要素であり、また、実質的に横方向に延びるいかなる溝によっても、または該リブに対し
て斜めに延びるいかなる他の溝によっても中断されない。
【００１０】
　本明細書で使用される場合、「ｐｈｒ」は、「ゴム１００重量部当たりの重量部」であ
り、当該技術分野において一般的な測定値である。ここでは、ゴム組成物の成分は、組成
物中のゴムの総重量に対して測定され、すなわち、組成物中の全てのゴム（複数可）１０
０重量部当たりの成分の重量部として測定される。
【００１１】
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　本明細書で使用されるとき、エラストマー及びゴムは同義語である。
【００１２】
　本明細書で使用される場合、「に基づく」は、本発明の実施形態が、組み合わせ時には
未硬化であった加硫または硬化ゴム組成物で構成されることを認識する用語である。した
がって、硬化済ゴム組成物は、未硬化ゴム組成物「に基づく」。換言すれば、架橋ゴム組
成物は、架橋性ゴム組成物に基づくか、またはその構成成分を含む。
【発明の概要】
【００１３】
　本発明は、サブケーシングと、ベルトパッケージと、ゴムトレッドとを有し、トレッド
は、転がりトレッド幅にわたって第１のトレッドエッジから第２のトレッドエッジまで軸
方向に延在し、トレッドは、該第１及び第２のエッジの各々に隣接したショルダーゾーン
と、２つのショルダーゾーンを分ける中央ゾーンとを備え、各ショルダーゾーンは、半径
方向下部ショルダー層と、半径方向上部ショルダー層とを備え、上部ショルダー層は、地
面と接触することを意図し、下部ショルダー層は、ベルトパッケージと上部ショルダー層
との間に間置され、上部ショルダー層は、上部ショルダーゴム化合物からなり、下部ショ
ルダー層は、上部ショルダーゴム化合物と異なる下部ショルダーゴム化合物からなる、大
型トラック用タイヤであって、
　－上部ショルダー層は、トレッドエッジ点から軸方向内方に距離Ｌ１延在し、距離Ｌ１
は、転がりトレッド幅の１５％超え、かつ４０％未満であり、
　－上部ショルダー層は、距離Ｌ１の少なくとも８０％にわたって、トレッド溝深さの７
０％～１３０％の厚さを有し、
　－下部ショルダー層は、トレッドエッジから軸方向内方に距離Ｌ２延在し、距離Ｌ２は
、転がりトレッド幅の１５％を超え、
　－下部ショルダー層は、ベルトパッケージを覆うショルダーゾーンの部分にわたって、
少なくとも４ｍｍの厚さを有し、
　－上部ショルダーゴム化合物は、少なくとも１．３ＭｐａのＧ＊５０及び少なくとも０
．１２の最大ｔａｎ（δ）を有し、
　－下部ショルダーゴム化合物は、地面と接触することを意図する中央ゾーンの中央ゴム
化合物の最大ｔａｎ（δ）を超えない最大ｔａｎ（δ）を有し、
　－中央ゴム化合物は、最大で０．０９の最大ｔａｎ（δ）を有する、大型トラック用タ
イヤを提供する。
【００１４】
　別の実施形態において、中央ゾーンは、地面と接触することを意図する上部中央層と、
ベルトパッケージと上部中央層との間に間置された下部中央層とを備え、下部中央層は、
上部中央ゴム化合物の最大ｔａｎ（δ）を超えない最大ｔａｎ（δ）を有する下部中央ゴ
ム化合物からなる。
【００１５】
　別の実施形態において、上部中央ゴム化合物は、最大で０．０８の最大ｔａｎ（δ）を
有する。
【００１６】
　別の実施形態において、上部ショルダーゴム化合物は、少なくとも１．６ＭｐａのＧ＊
５０を有する。
【００１７】
　別の実施形態において、下部ショルダー層は、ベルトパッケージを覆う距離Ｌ１の部分
にわたって、少なくとも４．５ｍｍの厚さを有する。
【００１８】
　別の実施形態において、下部中央ゴム化合物は、上部中央ゴム化合物と異なり、また、
０．０７を超えない最大ｔａｎ（δ）を有する。
【００１９】
　別の実施形態において、下部中央層は、タイヤの推奨される摩耗寿命中に地面と接触し
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ないように設計され、下部中央ゴム化合物は、０．０５を超えない最大ｔａｎ（δ）を有
する。
【００２０】
　別の実施形態において、下部中央層は、タイヤの推奨される摩耗寿命中に地面と接触し
ないように設計され、下部中央ゴム化合物は、５５ｐｈｒを超えない添加量で３５～６５
ｍ２／ｇのＣＴＡＢ比表面積を有するカーボンブラックのブレンドを使用する。
【００２１】
　別の実施形態において、上部ショルダーゴム化合物と、地面と接触することを意図する
中央ゴム化合物との間の可視界面は、トレッド溝内に配置される。
【００２２】
　別の実施形態において、下部ゴム化合物と上部ゴム化合物との間の境界は、トレッドの
地面接触面に対して実質的に平行である。
【００２３】
　別の実施形態において、下部ゴム化合物と上部ゴム化合物との間の境界は、トレッド溝
の底部から２ｍｍ～５ｍｍ半径方向外側に位置付けられる。
【００２４】
　別の実施形態において、中央ゾーンは、地面と接触することを意図する上部中央層と、
ベルトパッケージと上部中央層との間に間置された下部中央層とを備え、同じゴム化合物
が、下部ショルダー層及び下部中央層に使用される。
【００２５】
　別の実施形態では、同じゴム化合物が、下部ショルダー層、下部中央層、及び上部中央
層に使用される。
【００２６】
　本発明の前述及び他の目的、特徴及び利点は、本発明の特定の実施形態の以下のより詳
細な説明から明らかになるであろう。
【００２７】
　当業者を対象として、本発明の最良の形態を含む本発明の完全かつ実施可能な開示が本
明細書において示され、本明細書は添付図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】従来技術による大型トラック用タイヤの部分断面図である。
【図２】本発明による大型トラック用タイヤの一実施形態の部分断面図である。
【図３】別の実施形態による大型トラック用タイヤの部分断面図である。
【図４】別の実施形態による大型トラック用タイヤの部分断面図である。
【図５】別の実施形態による大型トラック用タイヤの部分断面図である。
【図６】別の実施形態による大型トラック用タイヤの部分断面図である。
【図７】別の実施形態による大型トラック用タイヤの部分断面図である。
【図８】別の実施形態による大型トラック用タイヤの部分断面図である。
【図９】別の実施形態による大型トラック用タイヤの部分断面図である。
【００２９】
　図面における同じまたは類似の参照番号の使用は、同じまたは類似の特徴を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１によって断面で示されるように、概して、大型トラック用ラジアルタイヤ１は、そ
れぞれのサイドウォール１２、１２’によってビード部分（図示せず）に接続されたクラ
ウン部分１１を備える。より具体的には、１つまたは２つ以上のボディプライ１３が、ビ
ード部分内のビードコアから、反対側のビード部分の反対側のビードコアまで半径方向に
延びる。ビード、ボディプライ、及びサイドウォールは、概して、タイヤサブケーシング
と称される。
【００３１】
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　タイヤのクラウン部分１１において、ベルト１４、１５、１６、１７、及び１８は、サ
ブケーシングの周囲に、したがって、ボディプライ１３（複数可）の周囲に半径方向外方
に位置付けられる。ベルトは、ブレーカープライ１４と、ワーキングプライ１５及び１７
とを備えることができる（これらは、互いに対してある角度で、及びボディプライに対し
てある角度で補強材を提供するので、そのように呼ばれる）。ベルト１６は、円周方向補
強材の螺旋状巻線とすることができる（しばしば、補強材がタイヤの円周方向に対してゼ
ロ度に近い角度で延びるので、「ゼロ度補強材」と呼ばれる）。ベルト１８は、プロテク
タープライとすることができる。
【００３２】
　本明細書で使用される場合、「プライ（ｐｌｙ）」または「プライ（ｐｌｉｅｓ）」と
いう用語は、タイヤの補強層を指し、また、タイヤを製造する、またはプライ自体を製造
する特定の方法に限定されない。それらの円周方向ベルトのアセンブリは、概して、ベル
トパッケージ１９と称される。この補強構造は、正確なタイヤの種類及びその製造過程に
依存して、より少ないもしくはより多いパイル数または異なるパイルの配設を備えること
ができるが、この原理は、大型トラック用タイヤにおいて広く知られ、使用されている。
ベルト幅ＢＷは、ベルトパッケージ１９内の任意のベルトの遠隔ベルトエッジの間の最大
軸方向距離として定義される。
【００３３】
　サブケーシング及びベルトパッケージのアセンブリは、概して、ケーシングと称される
。
【００３４】
　トレッド２は、上で説明した補強構造の周囲に取設される。トレッドは、タイヤが転が
るときに地面と接触する、タイヤのゴム部分である。転がりトレッド幅ＲＴＷは、第１の
エッジＮから反対側の第２のエッジＮ’までの距離として定義される。トレッドエッジは
、標準的な直線転がり条件（タイヤの標準圧力におけるＴＲＡ荷重の７５％）の下で、タ
イヤのトレッドがもはや地面と接触しない、最大軸方向位置として定義される。これらの
位置は、（犠牲リブの事例のような）断続的に接触し得るトレッドを考慮しない。
【００３５】
　トレッドは、異なる種類の表面にわたってグリップを提供するために、及び濡れた路面
を転がるときに接地面から水を排出するために、任意の形状または形態の任意の数の溝２
３を含むことができる。新しいトレッドにおいて、そうした溝の深さは、概して、トレッ
ド溝深さＴＤと称される。
【００３６】
　タイヤ１は、赤道面ＥＰを中心に実質的に対称である。したがって、赤道面ＥＰは、タ
イヤ１を実質的に同じ構造の対向する半部に二分する。
【００３７】
　以下、本発明の実施形態を詳細に参照し、それらの実施例を添付図面に例示する。これ
らの実施例は、本発明の説明として提供される。
【００３８】
　本発明の異なる実施形態を示す図２～９は、図１の全幅表示の左側部分に限定した部分
図である。赤道面ＥＰに対して、タイヤの残り半部は、実質的に対称であり得る。また、
特許請求の範囲によって限定されるような本発明の範囲内である限り、顕著に異なり得る
。
【００３９】
　図２に示されるように、一実施形態によれば、タイヤ１は、中央ゾーンを有するトレッ
ドと、異なるゴム化合物の使用によって画定されたショルダーゾーンとを有する。
【００４０】
　ショルダーゾーン２１は、２つの異なる層、すなわち、半径方向下部ショルダー層２４
と、半径方向上部ショルダー層２２とを備える。上部ショルダー層２２は、タイヤが転が
るときに地面と接触することを意図し、下部ショルダー層２４は、上部ショルダー層とベ
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ルトパッケージ１９との間に間置される。上部ショルダー層２２は、距離Ｌ１にわたって
エッジＮから第１の溝２３１まで軸方向内方に延在し、厚さＴ２２を有する。この実施形
態において、厚さＴ２２は、全距離Ｌ１にわたってトレッド溝深さＴＤの約１１０％であ
る。
【００４１】
　上部ショルダー層２２は、下部ショルダー層２４において使用される下部ショルダーゴ
ム化合物と異なる上部ショルダーゴム化合物からなる。上部ショルダー化合物は、より高
い耐摩耗性特性を有し、下部ショルダーゴム化合物は、より良好な転がり抵抗特性を有す
る。
【００４２】
　この実施形態において、トレッドの中央ゾーン２５は、その全厚さにわたって、下部シ
ョルダー層２４において使用されるものと同じゴム化合物を使用する。
【００４３】
　この実施形態において、長さＬ１は、ＲＴＷの１８％を表す。下部ショルダー層２４の
厚さは、ベルトパッケージ１９を覆うショルダーゾーンの部分よりも４ｍｍ厚い。
【００４４】
　図３は、上部ショルダー層２２が、第１の溝２３１を越えて延在し、第２のリブの中へ
先細になる、別の実施形態を示す。距離Ｌ１は、ＲＴＷの約２５％であり、図１よりもか
なり長い。しかしながら、２つの異なる化合物間の可視界面Ｉは、依然として第１の溝２
３１内に位置付けられる。
【００４５】
　図４は、可視界面Ｉが第２のリブの接触面上に位置付けられ、距離Ｌ１が図３の距離に
類似する値である、別の実施形態を示す。
【００４６】
　図５は、上部ショルダー層２２が、第２の溝２３２まで延在し、第２のリブにおいて下
部層が徐々に厚くなることを可能にするように先細になる、別の実施形態を示す。距離Ｌ
１は、ＲＴＷの約３５％であり、よって、図３及び４よりもかなり長い。
【００４７】
　図６は、トレッド中央ゾーン２５も、異なるゴム化合物を使用した２つの層を備える、
別の実施形態を示す。上部中央層２８は、下部中央層２７において使用される下部中央化
合物と異なり、さらに、上部ショルダー層２２において使用される化合物とも異なる、上
部中央層化合物を使用する。この実施形態において、中央及びショルダーゾーンの下部層
には同じ化合物が使用されるが、トレッド全体にわたって異なる化合物とすることもでき
ることが理解される。
【００４８】
　図７は、中央ゾーン２５が、異なるゴム化合物を使用した２つの層を備える点で図６に
類似し、ここでは、図５に示される上部層の構成を含む、別の実施形態を示す。
【００４９】
　図６及び７は、図４及び５に示される構成に基づくものと同じ原理を例示するが、任意
の他の構成を適用することができることが明らかであるべきである。
【００５０】
　図８は、中央ゾーン２５が、異なるゴム化合物を使用する２つの層を備える点で図６に
類似するが、中央及びショルダーゾーン内の下部層が、トレッド溝の底部よりも高く到達
するように厚く作製される、別の実施形態を示す。境界は、トレッド溝の底部から２ｍｍ
～５ｍｍ半径方向外側に位置付けられる。
【００５１】
　図９は、中央ゾーン２５が、その全厚さにわたって同じゴム化合物を使用する点で図５
に類似するが、下部ショルダー層が、距離Ｌ２にわたってエッジＮから内方に（赤道面Ｅ
Ｐに向かって）延在する別のゴム化合物を使用する、別の実施形態を示す。
【００５２】
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　ここでも、図面は、異なるゾーン及び化合物の構成のうちの限定された数の実施例のみ
を例示する。例えば、例示される要素を修正することによって、または異なる図面上に分
離して示される要素を組み合わせることによって、多くの他の構成が可能である。同じく
前に説明したように、本発明によるタイヤは、対称である場合もあり、またはそうでない
場合もあり、すなわち、本発明によるタイヤは、その赤道面ＥＰのいずれかの側のタイヤ
半部の両方が同じ構成を有する場合があり、またはそうでない場合もある。
【００５３】
　しかしながら、本発明によれば、距離Ｌ１は、転がりトレッド幅ＲＴＷの１５％～４０
％で構成され、上部ショルダー層２２は、距離Ｌ１の少なくとも８０％にわたってトレッ
ド深さＴＤの７０％～１３０％の厚さを有する。
【００５４】
　本発明によれば、下部ショルダー層は、エッジ（Ｎ）から軸方向内方に距離Ｌ２延在し
、距離Ｌ２は、転がりトレッド幅ＲＴＷよりも１５％超長く、下部ショルダー層は、ベル
トパッケージを覆うショルダーゾーンの部分にわたって少なくとも４ｍｍの厚さを有する
。
【００５５】
　本発明によれば、上部ショルダーゴム化合物は、少なくとも１．３Ｍｐａの５０％歪み
（Ｇ＊５０）において複素動的剪断弾性率を有し、また、少なくとも０．１２の最大ｔａ
ｎ（δ）を有する。
【００５６】
　本発明によれば、中央ゾーンにおいて地面に接触することを意図するゴム化合物は、最
大で０．０９の最大ｔａｎ（δ）を有する。
【００５７】
　本発明によれば、下部ショルダーゴム化合物は、中央ゾーンにおいて地面に接触するこ
とを意図するゴム化合物の最大ｔａｎ（δ）を超えない最大ｔａｎ（δ）を有する。
【００５８】
　本発明によるタイヤは、耐摩耗性及び転がり抵抗に関して本明細書の前文において説明
される性能の妥協の打開を示す。
【００５９】
　中央ゾーン及び下部ショルダー層に使用されるゴム化合物は、天然ゴムに基づくこと、
または大部分がシス１，４鎖である合成ポリイソプレン、及び場合により、少なくとも１
つの他のジエンエラストマー、ならびに
　－（ｉ）沈降もしくは焼成シリカ、アルミナ、またはアルミノシリケートによって形成
された群から選択され、１２０～２００ｍ２／ｇの比表面積を有し、０ｐｈｒ～７０ｐｈ
ｒの添加量で使用される、ＳｉＯＨ及び／またはＡｌＯＨ表面官能基を有するシリカ及び
／またはアルミナ系の白色充填剤か、または
　－（ｉｉ）充填剤の全体的な添加量が４０ｐｈｒ～７０ｐｈｒである、０ｐｈｒ以上か
つ２５ｐｈｒ以下の添加量において２０～１２０ｍ２／ｇのＣＴＡＢ比表面積を有するカ
ーボンブラックと、（ｉ）に記載された白色充填剤とのブレンド、のいずれかからなる補
強充填剤に基づくことができる。
【００６０】
　ＣＴＡＢ比表面積は、ＡＦＮＯＲ規格ＮＦＴ４５－００７（１９８７年１１月、方法Ｂ
）に従って決定される。
【００６１】
　透明な充填剤または白色の充填剤が使用される場合、当業者に知られている薬剤から選
択される、カップリング剤及び／または被覆剤を使用しなければならない。言及すること
ができる好ましいカップリング剤の例としては、ビス－（３－トリアルコキシルイルプロ
ピル）ポリスルフィド型の硫化アルコキシシラン、及び特に、純粋な液体製品の場合は、
Ｓｉ６９の商標名で、また、固体製品の場合は、Ｘ５０Ｓの商標名（Ｎ３３０ブラックと
５０／５０の重量で配合される）でＤｅｇｕｓｓａにより市販されている、ビス（３－ト
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剤の例としては、脂肪族アルコール、Ｓｉ１１６及びＳｉ２１６の商標名でそれぞれＤｅ
ｇｕｓｓａにより市販されているヘキサデシルトリメトキシまたはトリエトキシシラン等
のアルキルアルコキシシラン、ジフェニルグアニジン、ポリエチレングリコール、及び必
要に応じてＯＨもしくはアルコキシ官能基で修飾されたシリコン油が挙げられる。被覆剤
及び／またはカップリング剤は、充填剤に対して重量で１／１００～２０／１００の比率
で、好ましくは、透明な充填剤が補強充填剤の全体を形成する場合には２／１００～１５
／１００で、補強充填剤がカーボンブラック及び透明な充填剤のブレンドで形成される場
合には１／１００～２０／１００で使用される。
【００６２】
　上で説明したシリカ及び／またはアルミナ型の材料のモルフォロジならびにＳｉＯＨ及
び／またはＡｌＯＨ表面官能基を有し、これら材料の完全なまたは部分的な代替物として
本発明に従って使用するのに適した、言及することができる補強充填剤の他の例としては
、合成中に、炉に供給される油へのシリコン及び／もしくはアルミニウムの化合物の添加
により、または合成後に、ケイ酸ナトリウム及び／もしくはアルミネートの溶液のカーボ
ンブラックの水性懸濁液への酸の添加により、カーボンブラックの表面の少なくとも一部
をＳｉＯＨ及び／またはＡｌＯＨ官能基で覆うことによって改質されるカーボンブラック
を挙げることができる。ＳｉＯＨ及び／またはＡｌＯＨ表面官能基を有するこの種類の炭
酸化充填剤の言及できるいくつかの非限定的な例としては、１９９７年５月６～９日のＡ
ＣＳ　Ｍｅｅｔｉｎｇ，Ｒｕｂｂｅｒ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ，Ａｎａｈｅｉｍ，Ｃａｌｉｆ
．の会議番号２４において説明され、また、欧州特許出願公開第ＥＰ－Ａ－０　７９９　
８５４号に記載された、ＣＳＤＰ充填剤が挙げられる。
【００６３】
　透明な充填剤が、唯一の補強充填剤として使用される場合、ヒステリシス及び粘着性と
いった特性は、１２０～１８０ｍ２／ｇのＣＴＡＢ比表面積を有する、沈降もしく焼成シ
リカ、または沈降アルミナまたはアルミノシリケートを使用することによって得られる。
言及することができるこの種類の充填剤の非限定的ないくつかの例としては、Ａｋｚｏに
よって市販されているＫＳ４０４、Ｄｅｇｕｓｓａによって市販されているＵｌｔｒａｓ
ｉｌ　ＶＮ２またはＶＮ３及びＢＶ３３７０ＧＲ、Ｈｕｂｅｒによって市販されているＺ
ｅｏｐｏｌ８７４５、Ｒｈｏｄｉａによって市販されているＺｅｏｓｉｌ１７５ＭＰまた
はＺｅｏｓｉｌ１１　６５Ｍ、ＰＰＧによって市販されているＨＩ－ＳＩＬ　２０００等
が挙げられる。
【００６４】
　天然ゴム、または大部分がシス－１，４鎖である合成ポリイソプレンとのブレンドに使
用することができ、言及することができるジエンエラストマーのうち、好ましくは大部分
がシス－１，４鎖であるポリブタジエン（ＢＲ）、スチレン－ブタジエンコポリマー（Ｓ
ＢＲ）溶液もしくはエマルジョン、ブタジエン－イソプレンコポリマー（ＢＩＲ）、また
はスチレン－ブタジエン－イソプレンターポリマー（ＳＢＩＲ）を挙げることができる。
これらエラストマーは、重合中に、または重合後に、ジビニルベンゼンまたは星形成剤等
の分岐剤によって、または代替的に、例えばジメチルまたはジエチルアミノベンゾフェノ
ンの作用によって鎖もしくは鎖の端にグラフトされる酸素化したカルボニル、カルボキシ
ル官能基、もしくはアミン官能基を生じさせる官能化剤によって改質された、エラストマ
ーとすることができる。天然ゴム、または大部分がシス１，４鎖である合成ポリイソプレ
ンと、上で述べた１つまたは２つ以上のジエンエラストマーとのブレンドの場合、天然ゴ
ムまたは合成ポリイソプレンは、好ましくは、主な比率で、より好ましくは、７０ｐｈｒ
を超える比率で使用される。
【００６５】
　例えば、トレッドが図２～５のような２つのエラストマー化合物からなる構成において
、それらの化合物は、下の表で説明されるようなものとすることができる。
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【表１】

【００６６】
　損失因子「ｔａｎ（δ）」は、ゴム化合物の動的特性である。この動的特性は、ＡＳＴ
Ｍ規格Ｄ５９９２－９６に従って、粘度分析装置（Ｍｅｔｒａｖｉｂ　ＶＡ４０００）で
測定される。各々厚さ２ｍｍ、直径１センチメートルの２つの円筒ペレットからなる試験
片の応答を記録し（試験片は、試験片を形成することができるのに十分な厚さである領域
内の赤道面の領域にできる限り近い、関係する層の高さの半分までタイヤから採取したサ
ンプルで作製される）、試験片に、１０Ｈｚの振動数、６０℃の温度で、単純交互正弦剪
断応力を受けさせる。スイープは、０．１％から５０％までのピークツーピーク（アウト
バウンドサイクル）、次いで、５０％から１％までのピークツーピーク（戻りサイクル）
の変形の振幅をカバーする。本明細書で使用される結果は、損失係数ｔａｎ（δ）及び複
素動的剪断弾性率である。複素動的剪断弾性率は、試験中に印加される５０％の歪みに関
して「Ｇ＊５０」で示される。アウトバウンドサイクル中に、観察されるｔａｎ（δ）の
最大値は、「最大ｔａｎ（δ）」で示される。
【００６７】
　本発明の真の趣旨から逸脱することなく、様々な修正及び変更が本発明の実施形態に対
して行われ得ることが、前述の説明から理解されるべきである。例えば、いくつかのゴム
化合物の電気伝導の欠如のため、タイヤトレッドが、地面とタイヤリムとの間で静電気を
伝導するための提供物を含み得ることがよく知られている。そのような提供物としては、
この特定の目的のためにトレッドに挿入されている特定の化合物または層プロファイルを
挙げることができる。そのような限定された変形物が、本発明の趣旨と矛盾しないこと、
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及び上の説明または添付の特許請求の範囲から本発明が認められる方法に影響を及ぼすべ
きではないことが理解される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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